
資料２ 

小中学校の再編成について 

 

 

１ 再編成計画策定における考え方 

 ⑴ 「地域との連携による特色ある学校づくり」を目指し、地域で育む児童生徒像を学校と

地域が共有して課題解決にあたるには、義務教育９年間の連続性・系統性を重視した小中

一貫教育の導入が有効であり、その実現には一定の学校規模の確保が必要であると捉え、

市全域において中学校区を中心とした再編成を推進する。 

⑵ 再編成の時期は、学校施設の耐用年数に基づく更新時期を考慮して設定し、使用可能  

な期間は既存の施設を活用することとするが、児童生徒数への対応やより良い教育環境の

確保のため必要がある場合には増設・新設も検討する。 

⑶ 学校跡地については、地域コミュニティ活動の場として活用することを基本とし、世代         

間交流や防災拠点など様々な機能を有する複合施設としての活用を地域の皆さんと一緒

に検討する。 

 

 

２ 学校再編成に向けてのスケジュール 

  平成30年11月19日  第1回公立学校通学区域等審議会（公立学校適正規模・適正配 

置及び再編成について諮問） 

  平成31年1月中旬   第2回公立学校通学区域等審議会 

       1月下旬   小山市絹義務教育学校視察 

       2月     パブリックコメント実施 

       3月上旬   第3回公立学校通学区域等審議会（諮問に対する答申） 

       3月下旬   教育委員会3月定例会上程 

・行田市公立学校適正規模・適正配置の基本方針及び再編成計画の決定 

・短期的な再編成のための実行計画の策定 

平成31年4月～    住民説明会の実施（中学校区ごとに実施） 

            短期的な取組み対象となる学校区での協議  



 

 

３ 審議会での意見 

 ⑴ 「総合振興計画」や「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の魅力ある地域づくりの施策

として、小中一貫教育を含めた学校再編成をアピールし、全庁的に取り組んでいく必要が

ある。 

 ⑵ 今後３０年間の計画が示されているが、５年間程度の計画の方がよいのではないか。 

   →  児童生徒数の減少問題は、一部の地域に限った一時的な問題ではなく、全市的に  

計画的に取り組むべきものであるため、長期的な計画になっている。 

 ⑶ 転入や転居する保護者としては、学校も踏まえて居住地を決めていくことから、学校の 

通学区域の変更等は早めの周知が必要である。 

 ⑷ 地域コミュニティの拠点である学校がなくなることは、地域住民にとって寂しいこと

であり、地域の活気がなくなるのではないか不安である。 










































